
 議案第９２号 

   墨田区特別区税条例の一部を改正する条例 

 上記の議案を提出する。 

  令和３年３月３１日 

 

                提出者 墨田区長  山  本    亨    

 

   墨田区特別区税条例の一部を改正する条例 

 墨田区特別区税条例（昭和３９年墨田区条例第４３号）の一部を次のように改正す

る。 

 第３８条の４第１号及び第２号中「同条第４項」の次に「又は第５項」を加える。 

 付則第５条の３中「同条第４項」の次に「又は第５項」を加え、「令和３年３月３

１日」を「令和３年１２月３１日」に改める。 

 付則第５条の４第２項中「同条第２項」の次に「又は第３項」を、「同条第４項」

の次に「又は第５項」を加える。 

   付 則  

 この条例は、令和３年４月１日から施行する。 

 

（提案理由） 

 地方税法の一部改正に伴い、軽自動車税の環境性能割の税率を１パーセント分軽減

する特例措置について、適用期限を令和３年３月３１日から同年１２月３１日に延長

する必要がある。  

 


